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はじめに

本稿は地方教育行政機関による教員養成支援事業の展開とその役割を考察する。近年教員

の大量退職を背景として、教育委員会等が教員志願者に対し就業前に教師教育を行う事業

(以下、教員養成支援事業とする)が展開している。これは、教員需給上の要請という時代

背景が大きな推進要冨となっているが、他方で就業以前の教師教育(教員養成)は専ら大学

で行うものであるという既存の概念では捉えきれない側面をも有している。教育委員会の行

う教員養成支援は、教師教育上知何に位置づけることができ、また如何なる役割を担いうる

ものであるのか、その可能性と限界とを考察する。

2008年現在、同事業は導入されて間がなく、先行研究も少ない。岩田康之 [2004Jは、東

京教師養成塾に対して「その嵐には、当然ながら大学で<教育学>教育に従事する者に対

する軽視、ないしは蔑視があるlJとしつつ、教師教育の再編動向に対する教育学、教育学

者にとっての課題を指摘している。しかしながら岩田の課題提起は、あくまで大学の教育学、

教育学者に対してなされており、地方教育行政機関の視点はない。確かに大学にとってこの

ような事業は好ましいものではないかもしれないが、その域内で提供される学校教育に直接

責任を負うのは国及び地方公共団体であって、大学ではない。教員養成支援事業について、

何を自的に地方教育行政機関がこのような事業を展開するのか、またその事業自的にとって

実際に行われている事業が有効であるといいうるかを検討すべきではないか。あるいは、教

員志願者の視点に立ち、彼らが何を目的にこのような教員養成支援事業に参加するか、その

目的にとって、事業が有効であるか否かを検討するべきであろう。

一方、新聞報道等においては、こうした事業が「青田買いJであるとしばしば批判的に言

及される。これは東京教師養成塾に見られるように、塾の修了者に対し採用時の特別選考枠

を設けることに起因する。しかしながら筆者は、この批判は地方教育行政機関が就業前の教
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師教育を行うことに対する本質的な批判にはならないと考える。なぜならば、京都教師塾に

見られるように採用を前提としない制度設計も可能であり、教員養成支援事業が直ちに「青

田買いJに通じるとは言えないためである。

重要な論点は先述の通り、実施主体である地方教育行政機関や、そこで教育を受ける教員

志願者の視点も含め、同事業の位置づけおよび、それに対する事業の有効性を考察すること

ではないか。そのためには、まず地方教育行政機関が行う就業前教師教育が、教師教育にお

いて如何なる意味を有するかと言う点を明確化することが必要になる。すなわちこの事業を

[大学での<教育学>教育のオルタナテイヴ2J と位置付けるのか、教員採用に包摂されるも

のとするか、あるいは現職研修の前倒しであると位置づけるかによって、事業の目的、必要

性やその限界を考察する前提が得られる。さらに具体的事例を冗に実際に事業の呂的等に照

らし合わせその実施方法が適切であるか否かを検討することも必要となる。

本稿は以下の構成をとる。はじめに既存の教師教育概念を概観する。教員養成支援事業を

分析する際の観点として、時期、目的、主体の点から教師教育概念を整理し、分析枠組を得

る。次に教員養成支援事業の概要を示す。京都市教育委員会の行う京都教師塾を事例とし、

その目的と概要を示す。最後に教員養成事業を分析し、同事業は既存の教師教育概念の中に

位置づけることはできず、就業前教育の新たな形態のーっとして捉えるべきものであること

を主張する。問事業には他の教師教育では代替することができない意義を有するものの、他

方で教育主体が地方教育行政機関であることから、事業の限界も存在することを主張する。

1 .教師教育に関連する既存の概念の整理

教師教育に内包される、あるいはこれに関連する概念は多様である。本章では、教師教育

に関連する既存の概念を整理する。具体的には、教員養成、現職教育、教師教育について、

それぞれの概念を定義し、最後に概念間の相違を考察する。これにより、教員養成支援事業

は既存の教師教育制度の代替ではなく、独自の位置づけを持つものであることを指摘する。

1 -1 .教員養成

教員養成は主に教員を志願する者に対して就業前に行われる、教員を育てるための目的的

教育を指す。従って教員養成の成立は近代的教育制度の成立に付随する。すなわち、「教師

はおのずからできるもので作られるものではないjという考えが常識であった時代から、近

代的学校教育制度の成立と、それに伴う教員需要の拡大を背景に、一定の教育課程のもとで
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目的的教育を行うことが必要とされ、公的機関により教員養成制度が確立されるのである30

日本においても、 1872年、東京に師範学校を開設することが決定されたo 1886年に師範学

校令、 1897年には師範教育令が公布され、以後官立の師範学校等により教員養成(師範教育)

が行われた。師範学校では 1)11貢良信愛威重ノ徳性ヲ酒養スルコトヲ務ムヘシ4Jとされるも、

この師範教育は、戦後いわゆる「師範型Jを生み出した原因として否定されてゆく。戦前の

師範教育と戦後の教員養成とを対置して捉える場合、師範教育は普通教育と別系統で行われ

る閉鎖性、軍隊的教育方法、知育よりも精神的陶冶を中心に置く教育観などの特搬を有する

ものとして言及される。

戦後思本の教員養成は、主として教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定されたO

なかでも戦前の師範教育の否定に基づき、「大学における教員養成」と「開放制Jとが教員

養成の二大原則とされた。

「大学における教員養成」と「開放制Jの二大原則はいずれも論者によってその内実がー

禄ではないものの、前者は主に養成機関が(高等教育に位置づけられる)大学であるという

こと、従ってその養成教育の内容は学問の自出やアカデミックな研究に裏付けられたもので

あること、さらに大学の自治の原尉から国家機構の藍接の支配を受けず、比較的独立して教

員養成を行うことができることなどを意味している。後者は免許状取得に捺し、一部の大学

に特権的地位を与えないために、教職課程を置く大学で教育を受け、所定の基礎資格を充足

する者には、国公私立いずれの大学の卒業者にも免許状を授与するということである。

もっとも、教員養成上の原則として教員養成主体が大学とされたものの、実際には大学以

外の養成機関が認められる場合もあり、また養成教育を受けずに免許状を取得できるルート

も設定されてきた。

前者は、教育委員会が行う就業前教師教育として県立の教員養成機関が設置されていた例

に示される。ここで教員養成機関とは、教育職員免許法別表第 l備考2の3、3、また教育

職員免許法施行規則第27条 ~33条に基づいて設置される機関を指す5。岩田 [2000J は、

1967-1981年に設置されていた埼玉県立教員養成所を検証することにより、大学以外の場に

おける教員養成の問題点として、以下の三点を指摘する。すなわち、第ーにそこでの養成教

育が教員需要によって規定され、教員として必要な学問知を如何に与えるかという議論が後

退している点、第二に自由度に乏しいカリキュラムでは教員志願者(学生)の主体的判断が

なされない点、第三にそこで提供される学問で、学生の批判的思考力が養われるかという点

である6。すなわち教員養成機関の「大学」性により、大学は学問知に裏付けられた養成を
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行い、学生はそれらを主体的に受講し、批判的思考力を培うことが予定されている。

しかしながらこの岩田の指摘は十分に養成機関が「大学jである必然性を述べていない。

確かに第一の点は、大学で提供される養成教育プログラムが学問知に基づいたものであり、

したがってそれが教員となるうえで必要不可欠であるならば、大学以外の場で提供された養

成教育プログラムは必然的に不十分たらざるをえない。しかしながら第二の点は、岩田自身

述べている通仏教育職員免許法によって所要単位数が増加すれば、大学においても同様の

問題が生じうる。もっとも仮に免許法の定める免許要件が増加したとして、それが学問知に

裏付けられたものであるならば、その要件は必要不可欠なものであり、学生の選択という議

論は生じない。免許法の定める要件が増加したとき、それが学問知に基づかないもの、例え

ば政治的理由に依るものであるならば、その要件を学問的根拠をもって拒否することができ

ない大学の在り方は、大学の自治や学問の自由を謡う大学像からは遠い。第三の点も、前提

としてそもそも大学教育では知何なる批判的思考が酒養されるかを明確にしなければならな

い。特に近年は高等教育以前の学校段階でも批判的思考力を養うための教育実践が模索され

ており、大学教育に国有の批判的思考力の育成とは何であるか、またなぜその思考力が大学

でなければ養成されえないかを明示することが必要であろう。

そもそも、「大学における教員養成」と「開放制jという教員養成の原則は、教育主体で

ある大学に関するものであり、養成されるべき教員の在り方、あるいは養成の対象である教

志願者像は明示的ではない。勿論、戦後日本の教員養成制度を構築した教育刷新委員会

(1949年6月より教育刷新審議会)の審議等では、目指す教員の在り方が論じられ、それに

基づき、如何なる養成制度が適当で、あるかが議論された。あるいは教職像としての「専門職

論Jも広く知られているが、その意味するところは論者により異なる。教員養成を受ける教

員志願者を主体に置き、彼らが如何に主体的に学び、成長するか、教員を志す者にとり、教

員養成教育とはどのような学習の場として期待され、実際に学びが行われているかという観

点は、教員養成の議論の中では深化されてこなかったのではないか。

以上のように、教員養成は教員志願者に対して、就業前に行われる、白的的教育である。

現在の日本では、戦前の師範教育への反省から、「大学における教員養成jの原則及び「開放

制jが原則とされている。養成主体としての「大学jに関する議論は積み重ねられているも

のの、実態として「大学jのみが養成機関であるのではなく、それに伴う課題の指摘も実証的

な裏付けをもって主張されているわけではない。さらに教員養成の範鴎で、教員や教員志願

者を主体とし、彼らが如何に教員として自己を研錯するかという議論は深化されていない。
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1 -2.現職教育

現職教育は教員として勤務している者を対象に、就業以後に行われる、教員の教育活動を

改善・向上することを目指した教育を指す。現在においては教員研修が制度化しているもの

の、戦前、戦後にかけて現職教育は捕習教育、再教育として説明されていた時期もあった。

現職教育の必要性については、二つの考え方がある。ひとつは就業前教育によって教員たる

べき備えが完成しているべきであるという前提に立脚しつつも、実質的には不十分な状態で

就業しているため就業後の教育が必要になるというものである。もう一方は、そもそも就業

前教育のみで完成した教員となることはできず、したがって就業後も常に教育が必要である

という考え方である。あるいは、時代の変化により、教員に求められる事柄も変化するとい

う立場から、就業後の教育を必要とする考え方もある。

教員補習教育は「一国の教育は時勢の進運に伴ひ絶えず発展していかねばならぬ。依って

教員は自ら常にその修養に努めねばならぬが、国家及び公共団体もまたこれを補助奨励する

必要がある7Jと説明されている。ここでいう「教員Jには、専門学校以上の学校段階の教

員と、中等学校以下の教員とが含まれている。中等学校以下の教員補習教育については、文

部省、道府県市、教育委員会やその他の自体によって夏冬の休業中やその他の時期に行われ

るもの、また各地方師範学校の講習科で行われるものがある。教員補習教育は、教員自身の

修養を国家や地方公共団体が支援すると述べられている点で、またその実施主体が多様であ

る点で現行の教員研修に相当する概念であると考えられる。

一方、再教育は元来傷撰軍人の職業補導のための教育について用いられた言葉であり、戦

後の日本において従来の箪盟主義的教育から民主主義的な教育への転換のために再教育が行

われたとされている8。再教育の言葉が広義に用いられる場合には、社会的情勢の急激な変化

に伴う教育のし直しとして行われる臨時的なものと、現職教育ともいわれるべき恒常的なも

のとの両方を含意する。このように広義に用いられる場合には、就業前教師教育によって職

業教育は完成されるものであり、就業後に行われる教育はすべて再教育である。これに対し、

再教育の諾を狭義に用いる場合には、臨時的なもののみを指す。現職教育は、再教育を狭義

に解し、これと区別して用いる場合であり、職業に対する教育は本来就業前の教育から就業

後の教育へと一貫して継続すべきものであり、その職にある限り、社会情勢の変化と学術発展

とに即応し、職務完遂のために恒常的に教育を受けることが必要であるとする考え方である

とされる。現職教育をこのように定義する場合、前述の教員補習教育とも一致するのである。

教員研修は、昭和24年の教育公務員特例法制定によって、「教育公務員は、その職責を遂行す
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るために、絶えず研究と修養に努めなければならないjと規定されたことから普及した概念であ

る。現在、現職教育はほぼ教員研修と同義に使用されている9。しかしながら、字義に従うならば、

現職教育と研修とは異なるものであるといえる。現職教育はその教師教育の行われる時期あ

るいは対象者、すなわち就業以後の教員を対象とする教師教育を指すが、研修は「研究と修

養」を意味するものである。したがって、教員研修の最も特徴的な点は、研修主体の自主性、主

体性が中心とされていることに求められると考えられる。実際に、教育公務員特例法制定過程

の初期には、研修における教員の自主性・主体性が重視されていたことが指摘されている。10

しかしながら同法制定後は実態として、行政による研修への関与・制度化が進行してきた。

特に1978年中央教育審議会答申「教員の資質能力の向上について(答申)Jの中で、「新任教

員については、教員としての自覚と実際的な指導力を高めるため、初イ壬者研修を充実し、で

きるだけ長期開にわたって実施できるようにするとともに、将来において、採用後 l年程度

の実地修練を行うという施策を実現するよう努力することllJとされ、これを受け、 1989年

以降段階的に初任者研修が実施された。さらには、 10年研修、国、地方教育行政機関でおこ

なわれる中堅教員の研修、教務主任研修や管理職研修などの教員のキャリアステージに沿っ

た研修が行われている。こうした研修が体系化され、整備されることにより、かえって教員

の自主的、自発的な学習機会としての研修の意義はそこなわれるとの批判もなされている。

なお教師教育を考察するうえで、教員養成と現職研修との聞に教員採用を設定する論者も

ある。教員採用を、なんらかの基準に満たない志願者を排除する、選抜のプロセスであると

捉えるならば、これを教師教育に包摂することは菌難である。一方教員採用は、教育関係機

関による教員たるの能力の基準の提示と、その基準に達する為に教員志願者が学習し、必要

な知識・技能を身につける過程であると捉えるならば、教員採用は教育的営みであると考え

ることができるため、教師教育の一環であると言えよう。実際の教員採用を鑑みるに、採用

の可否が一定の基準を満たすこと、一定の能力を有することによるのではなく、専ら教員の

需給によって決定されていることから、これは教員志願者の学習を目的としたプロセスとい

うよりも、選抜と排除のための機能が大きいと考えられる。

現職教育は、就業以後の教員に対して行われる、教育活動の改善・向上を目的とした教育

である。これは、教員補習教育とも同義であるが、恒常的に行われうる点で、狭義の再教育

とは異なる。現在では、教員研修が現職教育とほぼ同義に使用されているが、教員研修は特

に研修の主体としての教員を強調する概念である。しかしながら実態としては、官製研修の

増加により、教員の自主性・主体性が損なわれているのではないかと危倶されている。
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1 -3.教師教育

教員、教員志願者を対象とした教員となる、あるいは教育活動の改善・向上のための教育

の総称として教師教育の語が使用される。教師教育は、就業前に行われる養成教育(教員養

成)と、就業後に行われる現職教育とを包摂する、包括的概念である。生涯学留概念の普及

も、教師教育概念の一散化の背景にある。教師教育概念が一般化した時期に関しては1970年

代以降とする文献が多いが、それ以前、あるいはそれ以降とするものも存在する120

教師教育を、教員訓練と対置させて捉える論者においては、後者が単なる職業技術の教育

を中心とするのに対して、前者は全人的教育であることを強調する傾向にある。つまり、教

員訓練は教員、教員志願者に教授方法等の知識や技術を習得させることを強調するのに対し

て、教師教育は、学習者である教員、教員志願者の技術や知識の酒養と人格的成長をも予定

した営みであるという位置づけが与えられる。

今津孝次郎 [1996Jは、教師教育へのアプローチの視座として、教員の「質Jを如何なる

ものととらえるか、と言う視点から 2つのモデルを提示する。まず、教員の質を教員個人

が身につけている知識・技術・態度に求める場合、教員養成を終えた段階でかなり完成し

た教員であることが重視され、また現職教育も学校以外の場で行う研修でも良いことにな

る。一方、教員の質を教員と生徒との関係を中心とした教員の役割行動の改善と、それを

通じた学校教育全体の質の向上と捉える場合、何よりも現職教育、特に日々の学校の場で

行われるものが重要であるとされる。今津は、前者を「教師僧人モデルJ、後者を「学校教

育改善モデルjとしたうえで、日本では前者の捉え方が根強いものの、このモデルに依拠す

ることで今日の学校教育が抱える諸問題を解決することができるのかと言う疑義を呈してい

る13
0

1 -4.教師教育にかかわる概念の整理と教員養成支援事業の位撞づけ

教師教育に関する概念は、まずその教育の行われる時期によって就業前と就業以後とに区分

される。さらに、その教師教育における主体、あるいは教育の目的等によって、区分されうる。

ここで、地方教育行政機関の行う教員養成支援事業の位置づけについて考察する。まず、

これは就業以前に行われる教師教育であることから、教師教育・教員訓練、現職教育などの

範障にはないと考えられる。同時に教員養成、師範教育とは実施主体が異なるため、これら

の範障にも入りえない。従って教員養成支援事業は、既存の教師教育とは異なる、新たな教

師教育の在り方として考察すべき対象である。
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時期 事見 今'I!.o、 主体 教育の特鍛・目的

就業前
師範教育 師範学校 画一性・閉鎖性

教員養成 大学 開放制・学問知

再教育(狭義) 臨時的

就業後 現職教育 教員補助教育 J恒常的

教員研修 教員 教員の自発性・自主性

包括的
教員訓練 t支持i的・知識習得

教師教育 人格の樹養

日教員養成支譲事業(京都市教育委員会の事例)

本章では、教員養成支援事業の事例を検討する。京都市教育委員会のおこなう事業を具体

的事例として検討する。

地方教育行政機関による教員志願者への就業前教師教育は、事例により呼称が異なってい

る。最も早期に同制度を導入した東京都は東京教師養成塾とし、京都市教育委員会では京都

教師養成塾としている。ほかにも、よこはま教師塾(横浜市教育委員会)、滋賀の教師塾

(滋賀県教育委員会)等の名称がある 14。もっとも「教師塾jの名を冠した取り組みは、教

育委員会が行うものに眠られない。民間、あるいは教員の研修サークル等にも教師塾の名称、

が使用される 150 これらの事業について、その相違点を示したものが{表 1]である。{表

1 ]から、京都市の事業は、東京都、横浜と比して、対象人数が多く、受講料は低額であり、

また採用に際してのメリットがないことなどを特徴としている。

{表 1]教員養成支援事業の比較

東京教師養成塾 杉並師範塾 京都教師塾 ょこはま教師塾|

募集数 100人 30人 300人 100人

募集方法 大学学長の推薦 公募 公募 公募

受講者数* 96人(→93人) 25人(→20人) 551人 106人

実習日数 408以上 30日以上 10日以上

受講料 187，000円 96，000円 10，000円 80，000円

受講料の 都の教員採用者 岡市の教員採用者

返還 には返還 には返還

採用 特別選考枠 通常の採用試験
成績優秀者には

筆記試験の免除

そのf也 大学4年生を対象
大学4年生を対象

外郭団体として設置

出典:朝日新聞.2006年2月58 穀干IJ を元に塁筆者加霊堂16
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2-1.教員養成支援事業の目的

2008年現在、教育委員会が教員養成支援を行う背景には、団塊の世代の退職とそれに伴う

教員需要の拡大という時代的要因がある。新任教員には、採用後即戦力となる事が求められ

ているのである。教員の大量退職とそれに伴つ教員確保が、教員養成支援事業導入の背景に

あることは、新開報道などで指摘されておりへまた京都市会の議事上でも指摘されている。

平成18年2月28日の京都市会普通予算特別委員会第一分科会(第4回)議事録中に、教員の

大量退職に対して質の高い教員を確保するための施策として、大学生の学生ボランティア、

塔南高校の教育学科の設置、教師塾の開講が挙げられ、これらの施策を総合的に推進支援す

るための機関として、教員養成支援室の設置が言及されている180

同会議中で委員から、教員の人材不足が懸念されているが、教員は魅力のない職業なのか、

という疑問が出され、これに対して門JII大作教育長が「京都教師塾が2007年開題(教員の大

量退職問題一筆者注)ということと関連付けてマスコミ等で大きく報道されておりますが、

もちろんそれも否定しませんlりとしながらも、①大学と学校現場との協力の必要性の認識、

②理数系の教員確保の二つの点を指摘している。特に①に関して門JIIは以下のように述べて

いる。

中央教育審議会でも議論されているんですけれども、教師の養成する大学、全国833あるわけで

すけれども、それと学校現場とが誰離している。それを何とかできないか。それで大学でできる

ことの教育委員会、小中学校現場でできることの両方が協力しなければできないことのその両方

が協力し合ってできることを京都教師誌という形で始めたいQ_(下線筆者)20

大学での教員養成と学校現場のニーズとの議離を埋めるという呂的が指摘され、それは中

央教育審議会の議論の中でも課題とされている事であることが述べられている。門川は、 2

月23Bに行われた市会定例会(第 2胆)の中でも、文部科学省の諮問会議21、審議会で議論

されている「学校現場の教育実践に根ざした大学での教員養成J等の改革課題を先取りする

施策として、京都教師勢や養成支援室の設置に言及している。

ここから教育長にとって京都市の教員養成支援事業は、教員の大量退職に伴う、質の高い

教員の確保の必要性という、現代的要請を背景としているが、同時に大学での教員養成と学校

現場の話離を埋める必要性があるという、教員養成制度上の課題を解決する事も制度導入の

背景にあると考えられる。そしてこの課題は、文部科学省の審議会や諮問会議でも議論された

こととされており、中央政府の教育行政政策をいち早く実行したものと位置づけられている。

教員養成と学校現場との希離に関連して、教師塾を管轄する教員養成支援室22主席指導主
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事へのインタピ、ユー調査のなかでは、大学が社会の急激な変化に対応した教員養成を行って

いないため、それを補うことが教師塾の目的であると指摘されていた。たとえば、 LD児へ

の対応等は大学の養成教育段階では教えられていない。また 4週間の教育実習期間では短く、

学生は自分の教科指導で手一杯であり、学校の仕事について十分に学ぶ余裕がない。この不

足を補う役割を教師撃に期待しているのである。もっとも、こうした大学における教員養成

の不十分性は、大学の教員養成自体への批判というよりも、学校現場で教職員や鬼童・生徒、

あるいは保護者と接する中で養われる資質・指導力をより早期に育成する必要性を指摘した

ものであるとも考えられる。

2-2.京都教師塾の事業概要

京都教師塾は、平成18年9月に開講した。目的は、 11教師になろうJという高い志と情

熱・行動力に溢れる塾生に対して、大学で身に付けた専門的知識を基盤として、京都市の教

員の熱意溢れる取組や理念、市民ぐるみの教育実践に鹿接触れ、教員として求められている

資質や実践的指導力に磨きをかける23J とされている。すなわち、塾生に①大学で身につけ

る知識を基盤とすること、②京都市の教育実践を体験すること、それらを通して③資質や実

践的指導力を向上させることを求めている。

当初受講定員は300人に設定されていたが、受講希望者数が600人であったため、 4回生の

希望者を除外した氾ぼ全員 (551人)が入塾を認められた。このうち400人がスタンダード・

コース、講師などの学校現場での経験を持つ125人はアドバンス・コースを受講し、大学

1・2回生の26人は聴講生である。年齢は大学 1・2回生から社会人 (35歳まで)が対象と

されており、受講生の15%が30歳代である。

期間は10ヶ月で、京都市教育学講座(必修10田)、京都市立学校実地研修(必修10日)、授

業実践講盛(必修2回)、教育実践講座(5講座選択)から成る([表 2])。教育学講鹿・授

業実践講座は 2週間に一度、土曜日の午後に総合教育センターで行われる。教育学講座は、

教育行政関係者や、現職教員、学校関係者による講演、パネルデイスカッションを開いた後

に、分散会に分かれ、少人数の班で討論し、班の討論を発表した後、レポートを作成・提出

する。各分散会には、現職の学校教員(初任者研修担当者など)がグループ・アドバイザー

として配置される。討論は、 KJ法式に付築を使用しつつ、ブレーンストーミングを行う形

式で行われる。グループ・アドバイザーは、各班の討論の場にいるものの、討論に入り、話

の内容をリードすることはない。
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[表2]京都市教師塾のカリキユラム

京都市教育学講座

@教育に対する「厳しさJI喜びJ①、②

@教育の果たすべき社会的責務①、②

@京都市教育の伝統・市民ぐるみの教育改革①、②

@一人一人を徹底的に大切にした授業のあり方①、②

@実践に裏付けられた教育に対する深い哲学①、②

授業実践講座

@学習指導案作成

@模擬授業①、②

京都市立学校実地研修

@研修 (10日間)

@レポート作成

教育実践講座

@総合教育センタ一等実施研修講座

@研究会主催教科・領域等研究発表会

@特色ある学校の研究発表会

@アドバンス・コース講座

@学校歴史博物館・青少年科学センター・みやこ子ども土曜塾・スチューデントシティ

ファイナンスノfーク

@人づくりフォーラム

@総合教育センター教育研究発表会

出典:京都市教官委員会『京都市教師塾ガイド{第1期受講生日、平成18年。

授業実践講座は、「学習指導案jの作成を行った後、模擬授業などの演習が行われる。模

擬授業は 5~6 名のグループで行われ、終了後研修レポートを提出する。京都市立学校実地

研修(必修10日)は、学校現場で実際の教育活動に参画し、児童生徒に対する「ほめ方やし

かり方JI言葉かけの大切さjなどの、関わり方を培うこととされている。学級担任補助の

他、障害のある子どもやLDの子どもへの指導補助、授業研修、その他の教育活動を行うこ

ととされている。研修後、塾生はレポートを提出し、また教師塾修了の時期に交流を目的と

した報告会が行われることとなっている。大学での「学校インターンシップ研修j実施者と、

常勤講師・非常勤講師には実地研修は免除されている。教育実践講座(5講鹿選択)は、

「教育に関する見識を広めたり、深めたりする」ものとされている。教育委員会主催の研修

会として、教師塾のアドバンス・コース24や、市民の意見交流会、シンポジウム、また京都
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市内市立学校の研究発表会や自主研修会、京都市の教育事業であるみやこ子ども土曜塾やス

チューデントシティ・ファイナンスパークでの講座などが選択の対象となっている。

これを既存の教員養成教育と比較するならば、京都市教育学講座が大学における教育学教

育(教育の基礎理論に関する科目)と、授業実践講座が教育課程及び指導法に関する科目

(教科教育法)と類似していると考えられる。もっとも、制度上これらの講鹿が大学におけ

る養成教育の代替として扱われているわけではない。実地研修については、大学での「学校

インターンシップ研修j実施者と、常勤講師・非常勤講師に免除されていることから、ここ

で養成される知識・能力が、研修や常勤・非常勤としての勤務の中で獲得される知識・能力

と同等であると位置づけられていることが分かる。

3.考察

はじめに、この事業が開始目標に照らして有効なものになっているか検討する。 2-l. 

で述べたように、この事業の目的は第一に f質の高い教員の確保jであり、さらに「大学で

の教員養成と現場との議離を埋めることJである。教師塾の卒塾者が採用されるまで、この

事業により「質の高い教員の確保jが実現したか否かを判断することはできない。第二の点

である「大学の教員養成との語離を埋めることJは、提供されているプログラムから、大学

における養成教育プログラムと類似する名称を冠した講座も存在するものの、それらが大学

での学問と学校現場での議離を埋めるものであるかは、判断することは閤難である。

次に、この事業が教員志願者(塾生)にとってどのような事業であると認識されているか、

確認する。塾生、アドバイザーへのインタピュー調査によると、教師撃と大学における教員

養成との違いは「実践性Jにあるという意見が共通していた。この実践性の内実は技術面出

ノウハウばかりではなく、むしろ「コミュニケーションj、すなわち対話的要素であると指

摘されていた。この指摘が、教育学講鹿のグループデイスカッションに関する文紙で述べら

れていたことを考えると、主に教員(志願者)同士のコミュニケーションを指している。

方、大学での学問は、思考性・対話性のない(あるいは少ない)i教員採用試験の受験勉強」

であり、「覚えることが多いjと回想されていた。

勿論大学は一様で、はない。特に近年は実践性を重視した教師教育プログラムを模索してい

る大学も多い。他方で少子化による高等教育機関の学生獲得競争の激化から、教員養成課程

を有する大学が、経営戦略として教員採用試験への合格者数を上昇させようとすることも起

こりうると考えられる。可視化しやすい成果(数値目標等)が大学経営の指標として使用さ
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れるならば、試験合格者数の確保が優先されることも蓋然性が高いであろう。そもそも「開

放制jを採用する以上、さまざまな教員養成プログラムが提供されることは容認されている。

学術的なプログラムも、試験勉強を主とするプログラムも存在しうる。仮に思考性・対話性

の少ない養成プログラムを提供する大学で養成教育を受けたからと言って、それを理由とし

て、免許取得への道を閉ざすべきではない。あるいは、そうするべきであるならば、思考性

に乏しい養成教育を受けてきた学生は、そうではない教育を受けてきた学生に比して、教員

として勤務する際に有意に劣ることを教育学が実証し、それに基づき養成プログラムを構築

すべきであろう。多様な養成プログラムが提供されうる現状においては、地方教育行政機関

が自ら必要であると考える能力を育成するために養成支援事業を行うことは、教員志願者の

学習機会の選択を謀障する観点から、一律に否定されるべきではない。

次に大学と教師塾の連携は、いまだ構築途上であるといえる。教員志願者(塾生)は大学

の知識と教師塾で得られる知識とが誰離しているため、両者の関連性を感じられないと回答

していた。一方教師塾担当者は、教職専門職大学院の設置などを見越して大学との連絡を密

にしているという点で、連携を図っていると認識していた。教育委員会と大学との連絡がほ

とんどない状態と比較するならば、連絡が密になってきたことは両者の連携が前進しつつあ

ることを意味するものと評価できる。しかしながら教師教育上、大学と教師塾との連携が必

要であると考えるならば、塾生が学習上で両者の関連性ゃあるいは補完性を認識できること

が肝要となる。このためには、大学が学生は教師塾で何をしているのか把握して大学の教師

教育を考案すること、あるいは、教師塾が大学からの要望もうけつつプログラムを設定する

ことが必要になる。

最後に、この事業の限界性について考察する。教員養成支援事業は、提供主体が地方教育

行政機関であることから、事業の限界も存在する。第一に事-業の継続性について、第二に究

極的に「貿の高い教員の確保Jという自標を達成できるか否か、という開題である。

第一の点に関して、今後の展望について教師塾の担当者は、教員の大量退職の時代が終わ

ったのち教員養成支援を続けるのかはわからないと述べていた。教育委員会がその時代の教

育に対するニーズに対応した事業を行うことを考慮するならば、教員供給状況が変化した際

には、より優先度の高い課題に資源を配分することが合理的選択である。しかしながら、本

来2-l.の門川氏の指摘にあったように、大学での教員養成と学校現場の議離を埋め、大

学と、教育委員会・学校現場が協力して行うべきことを同定・実施することは、教員の供給

状況の如何にかかわらず必要で、ある。この目標を達成するための養成支援であるならば、教
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需給に関係なく、継続した事業が行われるべきであろう。あるいは、教員需給の変化によ

って事業廃止の可能性が否定できないならば、教員養成支援事業は、教師教育上、教員志願

者が就業以前に必ず身につけておくべき知識・能力等を酒養するのではなく、就業以後に身

につけることが期待されることをあらかじめ単なる知識として教え込んで、いることにすぎな

いことにもなる。

第二の点に関して、教員養成支援策が、「質の高い教員の確保j、すなわち究極的には児童

生徒の学習環境を高めることができる教員の確保を目的としていることから、目標達成に対

して事業の有効性を評価することが困難である。これを評価するためには、教員養成支援が

行われていない場合の採用者の教育活動および彼らの教えた鬼章生徒のアチーブメントと、

養成支援教育を受けた採用者のそれとを比較する必要がある。従って、現在この間いに答え

ることは不可能で、ある。

さらに今後、例えば塔南高校などの高校段踏で教員養成教育を受けてきた生徒が、大学段

階で教師塾を受講したならば、その教員の資質能力がどの段時で育成されたのか、同定する

ことは困難になる。つまり、その教員志願者が受けた教師教育会体の中から、特に教員養成

支援事業がその教員の資質能力向上にとって如何に役立ったかを同定することはできない。

従って、地方教育行政機関が教師教育に対して資源を投入する場合に、高校段階の生徒にア

プローチするべきであるか、教員養成支援を行うべきであるか、あるいは現職教育の充実を

図るべきであるか、その三つの中のいずれに資源を投下することが有効で、あるかを判断する

ことはほぼ不可能である。

4.結論

本稿は、地方教育行政機関による教員養成支援事業について検討した。教員養成支援事業

が必要とされる背景には、教員需給の変化という時代的背景もあるものの、従来の大学にお

ける教員養成と学校現場との;jjE離を埋めるといっ目的も期待されている。これは教師教育と

して、従来の大学における教員養成の補完的な働きを有する。すなわち、それ自体としては

大学における教育学教育のオルタナティヴたりえないが、教員志願者に対して、従来の教師

教育では提供されない学習機会を提供することとなる。

今後の課題としては、第一に事業の経年的調査および、他の実施機関による教員養成支援

事業の実態の解明である。第一の点については、はじめに述べたとおり、この事業が導入さ

れて閉がないため、経年あるいは、一定期間の後に、現在教員養成支援を受講した教員志願

- 34-



者がその後どのように自己の教員としてのライフステージを構築したかを評価することが必

要になろう。また、そもそも一定期間経過後に社会的背景の変化によって、この事業が継続

されているのか、あるいは廃止・縮小されているのか、廃止されている場合には大学におけ

る教員養成と学校現場との話離を縮小するための何らかの代替策が行われているかなどを検

証することが必要になる。さらに第二の点に関して本稿は、京都市の教員養成支援事業のみ

を対象としているが、[表 11に示した通り、地方教育行政機関による就業前教師教育には

様々な形態があるため、こうした形態の相違が、事業の結果にどのような影響を与えている

かについても検討する必要があると考えられる。

5.器辞

本研究は主に、平成17-18年度「魅力ある大学院イニシアテイブJにおけるフィールド委

員会「教育行政の実際jとして行ったフィールドワーク調査を基にしている。調査にあたり、

京都市教育委員会教員養成支援室の鈴木氏・西田氏には、半期の調査期間を通じてインタビ

ュー調査等で大変お世話になった。また同じく教員養成支援室の菅野氏、教師塾塾生の方々、

グループ・アドバイザーの勝木氏にも、お忙しい中インタピュー調査に応、じていただいた。

さらに、東京都教育委員会の佐藤氏にもインタピュー調査に応じていただいた。調査に協力

してくださった方々に改めて感謝し、御礼申し上げる。
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Development in Support for Teacher Preparation 

by a Board of Education 

MIYAKE, Hiroko 

In recent years, demand for teachers is on the increase, because teachers of the baby

boom generation are beginning to retire. Some boards of education have begun educate 

and train teacher candidates in order to acquire new teachers who can make a 

contribution to the school as soon as they begin to work. However, these policies are 

criticized on the grounds that pre-service teacher education should be offered not by 

boards of education but by Universities. 

The propose of this paper is to clarify the role of administrative bodies (boards of 

education) in support for teacher preparation. First, we review the concepts related to 

teacher education, and indicate that teacher preparation support programs should not be 

alternatives to teacher preparation or in-service training but unique services. Second, we 

focus on the teacher preparation support which is provided by the Kyoto City Board of 

Education. Finally, we conclude that teacher preparation support is necessary to develop 

the practical ability of the teacher applicant, but that there is a problem with whether the 

boards of education can continue this policy. 
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